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■離婚届の様式について

　離婚届の旧様式を使用される場合、別紙の添付が必要です。

　※旧様式とは…「未成年の子の氏名」欄に「父母双方が親権を行う子」の記載欄がない等

　※未成年の子がいない場合は、離婚届の旧様式のみの届出で差し支えありません。

■別紙の記入について

　

　

　

【注1】離婚届の旧様式にある「未成年の子の氏名」欄への記入は不要です。

【注2】「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」に未成年の子の氏名を

　記載された場合、審判又は調停が成立した際には親権者指定届の届出が必要になります。

【注3】離婚届の旧様式にある「届出人署名」欄にも、それぞれが署名をしてください。

【注4】離婚届の旧様式の右下「父母が離婚するときは、～」のチェック欄への記入は不要です。

子の親権者に関する法改正に伴う離婚届の様式変更について【ご案内】

民法等の一部を改正する法律が2026年(令和８年)4月1日に施行されることにより、離婚後の親権者を父母

双方又は一方を親権者と指定することができるようになることから、2026年(令和８年)4月1日以降に離婚

届を届出る方で、未成年の子を養育している方におかれましては、届書の入手、記入の仕方にご注意くだ

さい。

①「未成年の子の氏名」を該当する
欄に記入してください。【注１・2】

②協議離婚で親権者の定めをした
場合、夫婦それぞれがチェック✓
をしてください。

③それぞれが署名をしてくださ
い。【注3】

④未成年の子がいる場合は、あて
はまるものにチェック✓をしてく
ださい。【注4】

これらの欄に記入漏れが

あると受理できません。


